
■通関士試験補習シリーズ 計算問題ドリル 2017 正誤表 

 

頁 正 誤 

87 
113 
117 

「解答 61」、「解答 76」及び「解答 78」の（注）を修正する。 

（注）延滞税額の計算の過程における金額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

ることとされている。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）第 6 項） 

 

（注）各年の延滞税額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとされている。

複数年分を合算した結果を端数処理するのではないので要注意。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）

第 5 項） 

137 「解答 90」の一部を修正する。 

解答 90 31,900 円 
1～4 （省略） 

5 延滞税額の計算 

（１）延滞税率 2.7％が課される期間の延滞税額 

1,215,780 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,210,000 円 × 2.7％ × 247 日 ÷ 365 日 ＝ 22,108.19 円…①（注） 

（２）延滞税率 9.0％が課される期間の延滞税額 

1,215,780 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,210,000 円 × 9.0％ × 33 日 ÷ 365 日 ＝ 9,845.75 円…②（注） 

（３）納付すべき延滞税額の合計 

① ＋ ② ＝ 22,108 円 ＋ 9,845 円 ＝ 31,953 円 

↓ 百円未満の端数切捨て 

31,900 円 

 

（注）延滞税額の計算の過程における金額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

ることとされている。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）第 6 項） 

根拠規定：関法第 12 条第 1 項、同法附則（昭和 29.4 法 61）第 3 項（特例措置） 

解答 90 31,900 円 
1～4 （省略） 

5 延滞税額の計算 

（１）延滞税率 2.7％が課される期間の延滞税額 

1,215,780 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,210,000 円 × 2.7％ × 247 日 ÷ 365 日 ＝ 22,108.19 円…① 

（２）延滞税率 9.0％が課される期間の延滞税額 

1,215,780 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,210,000 円 × 9.0％ × 33 日 ÷ 365 日 ＝ 9,845.75 円…② 

（３）納付すべき延滞税額の合計 

① ＋ ② ＝ 31,953 円 

↓ 百円未満の端数切捨て 

31,900 円 

 

 

 

根拠規定：関法第 12 条第 1 項、同法附則（昭和 29.4 法 61）第 3 項（特例措置） 

  



頁 正 誤 

139 「解答 91」の一部を修正する。 

解答 91 99,500 円 
1～3 （省略） 

4 延滞税額の計算 

（１）平成 28 年分の延滞税額 

2,345,800 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

2,340,000 円 × 2.8％ × 221 日 ÷ 365 日 ＝ 39,671.01 円…①（注） 

（２）平成 29 年分の延滞税額 

イ 2,340,000 円 × 2.7％ × 46 日 ÷ 365 日 ＝  7,962.41 円（注） 

ロ 2,340,000 円 × 9.0％ × 90 日 ÷ 365 日 ＝ 51,928.76 円（注） 

合計   7,962 円 ＋ 51,928 円         ＝    59,890 円…② 

（３）2 年分の合計 

① ＋ ② ＝ 39,671 円 ＋ 59,890 円 ＝ 99,561 円 

↓ 百円未満の端数切捨て 

99,500 円 

 

（注）延滞税額の計算の過程における金額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

ることとされている。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）第 6 項） 

 

根拠規定：関法第 12 条 

解答 91 99,500 円 
1～3 （省略） 

4 延滞税額の計算 

（１）平成 28 年分の延滞税額 

2,345,800 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

2,340,000 円 × 2.8％ × 221 日 ÷ 365 日 ＝ 39,671 円…①（注） 

（２）平成 29 年分の延滞税額 

イ 2,340,000 円 × 2.7％ × 46 日 ÷ 365 日 ＝  7,962.41 円 

ロ 2,340,000 円 × 9.0％ × 90 日 ÷ 365 日 ＝ 51,928.76 円 

合計                            59,891.17 円…②（注） 

（３）2 年分の合計（注） 

① ＋ ② ＝ 99,562 円 

↓ 百円未満の端数切捨て 

99,500 円 

 

（注）各年の延滞税額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとされている。

複数年分を合算した結果を端数処理するのではないので要注意。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）

第 5 項） 

根拠規定：関法第 12 条 

 
  



頁 正 誤 

141 「解答 92」の一部を修正する。 

解答 92 30,400 円 
1～3 （省略） 

4  納付すべき延滞税の額 

（１）1,129,900 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,120,000 円 × 2.7％ × 247 日 ÷ 365 日 ＝ 20,463.78 円…①（注） 

（２）1,129,900 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,120,000 円 × 9.0％ × 36 日 ÷ 365 日 ＝ 9,941.91 円…②（注） 

（３）延滞税の合計 

① ＋ ② ＝ 20,463 円 ＋ 9,941 円 ＝ 30,404 円 

↓ 百円未満の端数切捨て 

30,400 円 

 

（注）延滞税額の計算の過程における金額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

ることとされている。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）第 6 項） 

根拠規定：関法第 12 条、第 13 条の 4 

解答 92 30,400 円 
1～3 （省略） 

4 納付すべき延滞税の額 

（１）1,129,900 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,120,000 円 × 2.7％ × 247 日 ÷ 365 日 ＝ 20,463.78 円…① 

（２）1,129,900 円 

↓ 1 万円未満の端数切捨て 

1,120,000 円 × 9.0％ × 36 日 ÷ 365 日 ＝ 9,941.91 円…② 

（３）延滞税の合計 

① ＋ ② ＝ 30,405 円 

↓ 百円未満の端数切捨て 

30,400 円 

 

 

 

根拠規定：関法第 12 条、第 13 条の 4 

 
  



頁 正 誤 

143 「解答 93」の一部を修正する。 

解答 93 70,900 円 
1 （省略） 

２ 延滞日数 

①～② （省略） 

③したがって、延滞日数は、法定納期限の翌日（平成 28 年２月 23 日）から不足関税額

を全額納付した日（平成 29 年４月 24 日）までの 427 日となる。しかし、本件修正申

告が偽りその他の不正行為等に基づくものでないため、関税法第 12 条第 10 項第 1 号

の規定に基づき、法定納期限から 1 年を経過した日（平成 29 年２月 22 日）の翌日か

ら当該修正申告がされた日までの日数を総延滞日数から控除することになっている。 

④ （省略） 

３～4 （省略） 

 

（注）延滞税額の計算の過程における金額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

ることとされている。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）第 6 項） 

 

根拠規定：関法第 12 条第 1 項、第 7 項、同法附則（昭 29.4 法 61）第 3 号（特例措置） 

解答 93 70,900 円 
1 （省略） 

２ 延滞日数 

①～② （省略） 

③したがって、延滞日数は、法定納期限の翌日（平成 28 年２月 23 日）から不足関税額

を全額納付した日（平成 29 年４月 24 日）までの 427 日となる。しかし、本件修正申

告が偽りその他の不正行為等に基づくものでないため、関税法第 12 条第 7 項第 1 号の

規定に基づき、法定納期限から 1 年を経過した日（平成 29 年２月 22 日）の翌日から

当該修正申告がされた日までの日数を総延滞日数から控除することになっている。 

④ （省略） 

３～4 （省略） 

 

（注）各年の延滞税額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとされている。

複数年分を合算した結果を端数処理するのではないので要注意。（関税法附則（昭和 29.4 法 61）

第 5 項） 

根拠規定：関法第 12 条第 1 項、第 7 項、同法附則（昭 29.4 法 61）第 3 号（特例措置） 

147 「解答 95」の一部を修正する。 

３ 期限後特例申告とそれに続く修正申告に対する無申告加算税の合計 ３ 期限後特例申告とそれに続く修正申告に対する過少申告加算税の合計 

 


